
　

　　湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例　手続きの主な流れ

申請者
（発電事業者等） 施工業者 国（エネ庁）

※FIT法適用の場合 電力会社地域住民 湖西市

設置工事

(2)

運転開始

(1)

計画

・

設置

・

同意

・

着手

抑制区域等の確

認など

関係各課への持ち回りによる協議・確認

土地利用事業指導要綱にもとづく手続き（施行区域の面積０．３ha以上の場合）

確認・指導等

① 設置届出書の提出

同意通知

発注・請負 計画等

相談・提案

申込・回答 接続検討

申請・認定通知 事業計画認定

発注

② 事業着手届の提出

③ 設置完了届の提出

報告 設置費用報告

(3)

保守

点検

・
定期報告 報告 運転費用報告

(4)

撤去

依頼
廃事業者へ

依頼・処分

⑤ 事業廃止届の提出

住民説明会

設置完了14日以内に

様式14

※ 事業承継届出書の提出
環境課

環境課

関係各課

説明

見解書

意見書

地域住民に関わる手続 市条例に関わる手続

市条例以外の手続 届出等のタイミング

合意形成

※ 事業変更届

着手予定日

60日前までに

様式１～７、添付書類

事業変更または中止・再開

しようとする時

様式８または13

着手しようとする時

様式１２

承継日から14日以内に

様式15

廃止した日から

14日以内に 様式18

④ 定期報告書の提出
設置完了からおおむね

1年に1回 様式16

※ 対応状況報告書の提出
非常時ただちに

様式17

見方

事業を中止・再開

しようとする時 様式13
※ 事業中止・再開届の提出

計画初期の段階から

関係各課確認


